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要旨：

BC州ではインクルーシブ教育が行われて久しいです。特別支援学校や特別支援学級は存在
せず、健常者も障害者もみな地元の学校の普通学級に在籍します。学校は多様性の受け入れ
に寛容な社会の縮図であるかのように見受けられます。しかしながら実際に教える立場にな
って見渡すと、BC州のインクルーシブ教育は制度としては成立しているものの、現場では
手が行き届いているとは言い難いのが現状です。今回のレポートでは実際に教員として公立
学校で教えた中で見えてきたBC州インクルーシブ教育の実情について個人的な感想を書き
ました。
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インクルーシブ教育の流れ

障害のあるなし、また学習困難の度合いにかかわらず、誰もが地域の公立学校の普通学級に通
うインクルーシブ教育がここBC州では行われています。これまでもそのインクルーシブ教育に
ついて書いてきました。「第11回 多様性への対応を見据えたインクルーシブ教育」と題したレ
ポートでは、BC州のインクルーシブ教育の目指す「インクルーシブ」とは、障害の有無だけで
なく、英語を母語としない学習者であるか、あるいはジェンダーの違い等、すべての分け隔て
をなくす方向へと移行し、生徒児童個人のあらゆる面における違いである多様性を受け入れる
ことを目標としていていることに注目、「第27回 児童の選択肢が重要視されるBC州のインク
ルーシブな教育」では、教室内における児童全員の選択肢に焦点を当て、インクルーシブ教育
の実際の現場の難しさや疑問点について取り上げました。また、「第28回インクルーシブ教
育、英語学習者にまつわる点を中心に」では、英語学習者（English Language Learner：
ELL）を通常クラスに受け入れるためのインクルーシブ教育の方法が英語学習者以外にとって
も選択肢が増え、学習にメリットが多い点に注目しました。

国連の障害者権利条約第24条には「あらゆる段階における障害者を包容する教育制度（an
inclusive education system）及び生涯学習を確保する」とあり、「障害者が障害を理由として
教育制度一般から排除されないこと（not excluded from the general education system）及び障
害のある児童が障害を理由として無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除され
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ないこと」（下線は筆者による）と書かれています 。これを理解するとインクルーシブ教育
とは障害のある人とそうでない人が同じ普通学級で学ぶことを意味します。

さらに、ユネスコのインクルーシブ教育のためのガイドライン では1994年に採択されたサラ
マンカ宣言を引用し「このインクルーシブ志向をもつ通常の学校こそ、差別的態度と戦い、す
べての人を喜んで受け入れる地域社会をつくり上げ、インクルーシブ社会を築き上げ、万人の
ための教育を達成する最も効果的な手段であり、さらにそれらは、大多数の子どもたちに効果
的な教育を提供し、全教育システムの効率を高め、ついには費用対効果の高いものとする」と
書かれています 。そしてその言葉はスウェーデンのベングト・リンクビスト氏の発言、「国
における学校制度がすべての子どもたちのニーズに合わせるべきである」へと続いています(B.
Lindqvist, UN-Rapporteur, 1994) 。

日本では、インクルーシブ教育が欧米諸国に遅れをとっていると言われています。2022年８月
に、スイス・ジュネーブの国連欧州本部で日本政府が「障害者の権利に関する条約」に関する
初めての審査を受けたことが話題になりました 。上記にも抜粋した障害者権利条約は、2006
年に国連が採択し、2007年に日本も署名、2014年には批准したのですが、日本は教育の分野に
おいて、特別支援学校や特別支援学級が引き続き存在するなど、いまだに障害のある児童生徒
を普通学級と分け隔てていること、さらにはその数がここ10年で２倍に増えていることでイン
クルーシブ教育の国際的な流れに反していると指摘されています。

カナダ・BC州におけるインクルーシブ教育

確かにここカナダは、すべての人が多種多様であることを受け入れる移民社会であり、すでに
多様性が社会全体に浸透しています。地元の学校にはさまざまな障害や文化背景の子どもたち
がいることが生徒児童にも自然に受け入れられているように見えます。移民や難民を受け入れ
てきたことによる多文化社会だけでなく、昨今ではSOGI（Sexual Orientation and Gender
Identity：性的指向と性自認）やLGBTQIA2S＋（Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender,
Questioning, Intersex, Asexual and Two-Spirit：性的マイノリティの総称）が大きく注目され、
性別に関係のないトイレ（Gender Neutral Washroom/Everybody's Washroom/Universal
Washroom）がすべての学校に設置されたり、ジェンダーニュートラルな代名詞（Pronouns）
としてthey/them/theirなど性別アイデンティティを示す語を名前に付けるなど、それにまつわ
る様々な問題を抱えながらも、多様性の領域はますます広がっているように見受けられます。

また、学習の個別化を推進するカリキュラム改革が2015年頃から徐々に進んでいて、さらには
学習困難者に対して個別学習計画（IEP：Independent Education Plan）を作成し学習評価にも
反映させています。学校ではIEPミーティングというものが設けられ、リソースティーチャ
ー、担任の先生、カウンセラー、校長、保護者（希望すれば生徒児童本人）が集い、ライティ
ング、社交性、リーディングなど個人に見合った学習目標を立てるといったことを行います
。

教員養成課程でも、学習困難のあるなしにかかわらず、生徒児童が自らの意思と選択で学ぶ責
任を担うこと（Student Agency）、ユニバーサルデザインを目指した授業を行うこと
（UDI）、児童生徒の学習進度の違いに応じた指導をすること（Differentiation）などが教案作
成の時点において重要であることを学び、実践を心掛けるよう促され、教育実習中の実習判定
項目にも挙げられています 。実際に教員になってからも、１年に６回ほど行われるプロフェ
ッショナル・ディベロップメント・デーと呼ばれる教員の勉強会でも繰り返しインクルーシブ
教育の大切さを学んだり、実践方法を学んだりということが行われています。

以前にも触れたことがありますが、教員補佐（Certified Educational Assistant）はその分野の
教育を受けて州のライセンスを得た上で、学級内でサポートが必要な生徒児童のサポートを行
っています。また、リソース・ティーチャー（Resource Teacher）はサポートが必要な生徒児
童の個人別学習計画を立てたり、教材や授業を生徒児童のニーズに合わせて調節したりする専
門職の教員であり、各学校に存在しています。担任の教員以外にも多くの人が関わることで、
個々の生徒児童に見合った学習環境や学習目標を考える動きがあります。

こうして見てみると、日本のインクルーシブ教育と比較すると、BC州は確かに「前に進んでい
る」のかもしれません。

保護者と実践者としての感覚の差

実は私はこれまでの１年半、ブリティッシュコロンビア州立大学で教員養成課程に在籍してい
ました。十分でないとはいえ、インクルーシブ教育についても学び、それを反映させた授業案

Tweets by crn_jp

ご意見・ご質問

ＣＲＮへのご意見・ご質問はこちら
へお寄せください。

ご意見・ご質問はこちら

メルマガ登録

メールマガジン「CRN通信」を購
読しませんか？子どもにまつわる耳
よりな情報をお届けします。

登録・変更はこちら

注1

注2

注3

注4

注

5

注6

PAGE TOP



に取り組み、議論をし、小学１・２年、２・３年複式学級で実際に教育実習をした上で感じた
ことをこれまでこの連載にも書いてきました。その後、インターンシップで小学５・６年生の
複式学級の現場に立ってますます感じたのは、インクルーシブ教育の理想と現実、制度と現場
の大きなギャップでした。

たとえば、第11回の原稿内容は娘の学校体験を通して保護者として感じたインクルーシブ教育
についての感想を書きました。娘はカナダ生まれなのに母語（母親の言語、家庭言語の半分）
が日本語であることを考慮されたため、キンダーガーテンクラスに在籍中にELL（英語学習
者）サポートを受けることになったので、それについて多様性の一環として考えれば保護者と
してはありがたいサポートなのかもしれないと原稿を結びました。

一方、担当していた小学５、６年生の複式学級には英語を聞いて理解することは多少できて
も、日常会話を言葉にして話したり書いたりできない児童が一人在籍していました。第28回で
は、指示をなるべく視覚に訴えるものにする、グループワークを増やすといった点からELLに
とってメリットの大きいインクルーシブなアプローチを紹介しましたが、実践してみて感じた
のはその方法がさほど学習の大きな手助けにはならないという感覚でした。

どのグループに入って学ぶのか、この作業の手順は何なのか、最終的に何を仕上げるのかなど
といった説明の助けにはなるのですが、小学５、６年生ともなると、たとえば理科や社会では
語彙も複雑になり、ライティングには構成の正確さや書く量も求められてきます。グループで
リサーチをしてジオラマを作成するプロジェクトのような、誰しもに何かしら参加手段をもっ
てもらえるような形式をこちらから投げかけたとしても、リサーチには言葉の壁があることか
ら、本人はほとんど調べることができず、プロジェクトで何か与えられたものに関して手を加
えることはできても、発表の段階になると言葉にして話したり書いたりすることができないの
です。確かに学習には参加しているので、それをインクルーシブと呼ぶことに間違いはないの
かもしれませんが、私が実践者として感じたのは、これ以上手を差し伸べようにもどうにもで
きないという葛藤でした。

教室には28人の児童生徒がいて、その中にはADHDやギフテッド、自閉症ボーダーラインの児
童なども複数います。ELLに関して言えば、キンダーガーテンや小学１、２年生の低学年の場
合、ELL専門の教員が入るよりも、教室の中や、授業の中での友人との関係の中で言葉を習得
していく児童生徒が多い一方、小学５、６年生となると自尊心が邪魔をして学べなかったり、
友人関係なども難しくなったりして、外国語の習得が一筋縄ではいかないことも多いです。

カナダはウクライナの社会情勢から難民も受け入れていますが、こういった生徒児童は英語力
がほぼゼロの状態で普通クラスに入ってきて、ELL指導は週に30分×２回程度受けるのが現状で
す。児童生徒を教室から抜き出してサポートする30分と、児童生徒を教室内でサポートする30
分という指導法が一般的に行われているようですが、難民の場合、保護者の仕事等の都合上、
初めに入ってきた学校から途中で転校することも多く、一貫したサポートを受けることができ
ない難しさもあります。結局のところ、サポートする資金や人材不足が大きな理由だと思いま
すが、現場にいる教員にしてみれば、何をどう始めたらいいのかすら分からないまま、普段の
業務以上の時間がとれずにELLとの協力ができない状態です。ELLは週に30人以上の生徒児童
を学区全体でサポートしなければならないため、こちらが思い描くほどにはインクルーシブな
環境を作れず、無力感を感じざるを得なかったのが本音です。そしてそのような支援を必要と
していなかったカナダ生まれの娘がサポートを受け、当時他にもっとサポートを必要としてい
た児童生徒にその分サポートが行き渡っていなかったのではないかという疑問もわきました。
当事者である児童生徒もこのようなインクルーシブの状況を、果たしてポジティブに捉えてい
るのかどうかも、実際に教室のELL児童を見ていて疑問に感じました。

第27回では個人の学習習熟度に合わせた学習の個別化の例として、レベルの異なる算数のタス
クカードやナンバートーク（Number Talk）と呼ばれる算数の感性（math sense）を培う学習
法、アウトプットは文字で記すライティングであっても、絵で描いたものであっても、あるい
は口頭で素材を指さしながら誰かに伝える形であっても構わないストーリー・ワークショップ
を使った読解やライティング（Literacy）を紹介しました。ですが、小学高学年になるとカー
ペットラーニング はなくなり、教員が説明する授業形態が増えてきます。誰にとっても学習
の入口と出口を見出す学習は理想ですが、ナンバートークなどは一つの問題を扱うのに時間が
かかります。コンピテンシーを重視すればリテラシーのアウトプット形態がどれであっても構
わないといくら言っても、ライティングとリーディングについては成績表（Report Card）に評
価欄は存在するのです。
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結局のところ、中学、高校、大学と進むにつれ、求められるのは算数であれば基礎力（足し算
や掛け算）を基に置いた応用力であったり、プロジェクトという形であったとしても、思考
力、分析力、発想力といったリテラシー学習のコアな部分が求められていきます。学習におい
て何が目的なのか、そこを明確にしないまま、あるいはその部分を中学、高校、はたまた大学
へと先延ばしにしたまま、誰にとっても入口と出口のある学習を行っていくのは、やはり小学
高学年においては果たして効果的なのか、疑問を感じました。

学習進度の違いに応じた指導（Differentiation）についてですが、私が担当した小学５、６年ク
ラスでは、別の同じ複式学級２クラスと合わせてアセスメントをし、そこから算数のクラスを
３つにレベル分けしました。しかし蓋を開けてみれば、レベル分けをした１つの教室には４～
５つのグループが出来上がるほどの差が残りました。その４～５グループの各レベルに対応し
た算数を行うとなると、ローテーションを組んで、１グループに10分程度の指導を行い、残り
のグループは自主学習のような形になってしまいました。10分間の指導では、私自身も教えて
いて圧倒的に時間が足りないと感じざるを得ませんでした。自主学習となると小学５、６年で
は求められたことをやり遂げられない児童も多々出てきます。もっと人手があればと悔やまれ
る場面ばかりでした。

教員補佐（EA）の配置もまったく現場では行き届いていないのです。教室に数人個別の教育計
画（IEP）の対応が必要な児童生徒がいて、さらには診断を受けていない（保護者が受けさせ
ない、認めない、医療制度の問題上診断する専門家にたどり着けない等）ものの教員から見て
も個別対応が必要であろう児童生徒が数人存在していました。そこにさらにELL児童がいると
なると、担当する児童の４分の１から３分の１にサポートが必要であるといっても過言ではあ
りません。その数は年々増加していると言います。それなのに、私が担当した教室には教員補
佐が１日１時間だけ入るという現状でした。個別対応が必要な生徒児童に関しては、こちらが
状況を把握しておき、評価基準を変える必要があるため、例えばライティングでは２文書くべ
きところを１文に減らしたり、算数の問題が多すぎるので答えられそうな問題のみを蛍光ペン
で指示する配慮を行うなど、タスクに応じた個別の対応にも教員の時間が取られます。

様々な人々が存在する社会の縮図である学校、そして社会性を学ぶ場所としての学校を、障害
者も健常者も分け隔てなく、多様性を見据えたモデルとしてのインクルーシブ教育の場にする
ことには、私も大いに賛成です。そしてそれが早期の教育の場であればあるほどメリットは大
きいとも考えます。特にカナダでは学校を卒業した先にある、出口である社会もまた、多様性
を柔軟に認めようとする受け皿になっていて、学校から社会へのつながりが見えています。で
すが、実際に現場に立って感じたのはインクルーシブ教育制度と現場の大きな差であり、聞こ
えてきたのは教員や教員補佐たちの悲鳴であり、目にしたのはどうにもできない現状に疲弊し
た現場に立つ先生たちの姿でした 。

BC州におけるインクルーシブ教育の始まりは1980年頃まで遡ると言われています。それほど
長い歴史をもっていながら、そして制度もこれまでに柔軟に対応してきているように見えなが
ら、実態と理想とはずいぶんかけ離れていると言わざるを得ません。これからインクルーシブ
教育を進めていく日本においてはぜひ、学校を終えた後の受け皿としての社会の姿、教育現場
の教育者の声、そして障害者や学習困難を抱えた当事者の声に耳を傾けながらインクルーシブ
教育を築いていってほしいと願ってやみません。

注1: 文部科学省ウェブサイト記載「障害者の権利に関する条約について」より抜粋
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054/shiryo/08081901/008.htm

注2: UNESCO Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. 2005.

注3: 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、特別支援教育法令等データベース　総則 / 基
本法令等 - サラマンカ声明 -
https://www.nise.go.jp/blog/2000/05/b1_h060600_01.html

注4: https://mainichi.jp/articles/20220820/k00/00m/040/114000c
これについてはCRN所長榊原洋一氏のインクルーシブ教育を考える記事や動画に詳しい。

注5: IEPの概要は以下を参照。
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/administration/legislation-policy/publ
ic-schools/special-education
どのような例があるかについては以下を参照。
https://bccpac.bc.ca/upload/2016/05/iep_guide_2014_0.pdf
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<< 前の記事へ 次の記事へ>>
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注6: UDIやDifferentiationについては第28回の筆者の記事にある注8、9を参照。
https://www.blog.crn.or.jp/report/09/470.html

注7: 教室の一か所に大きなカーペットを敷き、そこに児童が全員集まって座り、インタラクテ
ィブに授業が行われる授業形態。

注8: BC州教員団体であるBCTF Research ReportのThe Landscape of Inclusion: How Teachers
in British Columbia Navigate Inclusive Education Policy and Practiceの中で「BC州における教
育現場でのインクルーシブ教育は危機にあり続けている」（the day to day reality of inclusive
education in BC continues to be in a state of crisis）と伝えています。
https://www.bctf.ca/news-and-opportunities/news-details/2020/01/02/the-landscape-of-inclusion-
how-teachers-in-british-columbia-navigate-inclusive-education-policy-and-practice
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関連キーワード：

この記事の関連記事

何か(ものすごく！)変だよ、日本のインクルーシブ教育(9)　国連監査で明らかになった日
本の独特な解釈

【実録・フィンランドでの子育て】　第15回　フィンランドのインクルーシブ教育
（３）

【ドイツの子育て・教育事情～ベルリンの場合】 第56回 ドイツのインクルーシブ教育

論文・レポート新着記事

【ニュージーランド子育て・教育便り】第51回 天候被害に関する子どもの準備・事後の
サポート

【カナダBC州の子育てレポート】第37回 フルインクルーシブ教育：自立と自律を中心に
考える

【ドイツの子育て・教育事情～ベルリンの場合】 第62回 子どもの健康診査～日独比較
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